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鎌ケ谷市教育委員会会議録 

平成２９年６月定例会 

 

《１ 期  日》  平成２９年６月２８日（水） 

          開会 午後２時００分 

          閉会 午後４時００分 

 

《２ 会  場》  総合福祉保健センター４階会議室 

 

《３ 出 席 者》  皆 川  征 夫  教育長 

皆 川 準 一  教育長職務代理者 

奥 村  さかえ 委員  

          住 石  英 治  委員 

         石 川 宏 貴 委員 

 

《４ 出席職員》    山﨑 正史   生涯学習部長 

笠井 真利子  生涯学習部参事（事）文化・スポーツ課長 

吉野 光雄   生涯学習部参事（事）市民会館長 

小川 宏宜    生涯学習部副参事 

山田 圭子    生涯学習部副参事（事）学校教育課長 

後藤 由美    教育総務課長 

青木 真也    生涯学習推進課長 

柳  昌孝  学校教育課指導室長 

市村 昌子  学務保健室長 

仲田 政樹  給食管理室長 

大関 克由  青少年センター所長 

三石 宏   文化・スポーツ課主幹 

﨑田 浩史  教育総務課主幹 

関   正人    教育総務課副主幹（事）教育総務係長 

 

《５ 議案事項》 
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議案第１号 鎌ケ谷市学区審議会委員の委嘱について 

 

議案第２号 鎌ケ谷市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

   議案第３号 鎌ケ谷市青少年センター運営協議会委員の委嘱について 

 

   議案第４号 鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

 

《６ 報告事項》 

報告第１号 学校給食費滞納者への支払督促に対する異議申し立てに伴う 

訴訟への移行及び学校給食費請求事件に係る和解について（報告） 

    

   報告第２号 ７月の行事予定 

    

   報告第３号 学校の近況報告について（指導） 

    

報告第４号 学校の近況報告について（管理） 

 

《７ 傍 聴 者》 

   なし  

 

教 育 長    本日の出席委員は、５名であります。 

定足数に達しておりますので、ただ今から、鎌ケ谷市教育委員会６

月定例会を開会します。 

本日は、定例で出席している者のほかに、事務局の補助説明員とし  

て、「学校教育課指導室長、学務保健室長、給食管理室長」「青少年

センター所長」「文化・スポーツ課主幹」の出席を、鎌ケ谷市教育委

員会会議規則第１４条の規定により認めることとします。 

 

教 育 長   本日の定例会の会議録署名委員については、住石委員を指名します。 
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本日の審議案件について、事務局の説明をお願いします。 

 

教育総務課長  本日の審議案件は、「議案事項４件」「報告事項４件」です。 

よろしく、ご審議の程お願いいたします。 

 

教 育 長    議案第１号の審議に入ります前に、議案第１号「鎌ケ谷市学区審議

会委員の委嘱について」、議案第２号「鎌ケ谷市学校給食センター運

営委員会委員の委嘱について」、議案第３号「鎌ケ谷市青少年センタ

ー運営協議会委員の委嘱について」は、人事案件であります。 

よって、これらの案件につきまして、鎌ケ谷市教育委員会会議規則

第１３条の規定により「非公開」とすることについてお諮りします。 

  

教 育 長   議案第１号から議案第３号までを「非公開」とすることにご異議は

ございませんでしょうか。 

 

委   員  （異議なし） 

 

教 育 長   ご異議がございませんので、議案第１号から議案第３号までを「非

公開」といたします。 

 

≪これより非公開≫ 

 
議案第１号「鎌ケ谷市学区審議会委員の委嘱について」、議案第２号「鎌ケ谷市学

校給食センター運営委員会委員の委嘱について」、議案第３号「鎌ケ谷市青少年セン

ター運営協議会委員の委嘱について」は、原案のとおり可決されました。 

 
≪ここまで非公開≫ 

 

教 育 長   次に、議案第４号「鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部を改正する

規則の制定について」、事務局の説明をお願いします。 

 

教育総務課長  議案第４号「鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の
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制定について」ご説明いたします。提案理由は、公印の印影を保存す

る印影簿に関する規定を設けようとするものでございます。 

        教育委員会では、教育委員会事務局、各教育機関及び各学校におき

まして、公務上作成した文書に押印するための公印を備えております。

公印は公文書に押印することで、その文書が真正なものであることを

証明するためのものでございますので、当該公印の印影を保存するこ

とは大変重要となってまいります。 

        教育委員会では、それぞれの公印について、毎年４月１日現在の印

影を記録し、保存しておりますけれども、その根拠となる規定が、教

育委員会公印規則の中に、明確に規定されておりませんでしたので、

今回その部分について規定し、改正しようとするものでございます。 

 

教 育 長   これより質疑に入ります。 

ご質問、ご意見がございますでしょうか。 

 

教 育 長   それでは、お諮りいたします。 

議案第４号について、原案のとおり決することに、ご異議ございませ

んでしょうか。 

 

委   員   （異議なし） 

 

教 育 長   議案第４号「鎌ケ谷市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の

制定について」は、ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

以上で、議決事項を終了します。 

 

 

【報告事項】 

 

学校給食室長 （１） 報告第１号「学校給食費滞納者への支払督促に対する異議申

立てに伴う訴訟への移行及び学校給食費請求事件に係る和解につい
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て（報告）」、 資料に基づき説明を行いました。 

 

教育総務課長 （２）報告第２号「７月の行事予定」について、資料に基づき説明を

行いました。 

 

学校教育課長 （３）報告第３号「学校の近況報告について（指導）」について、 

        資料に基づき説明を行いました。 

 

副 参 事   （４）報告第４号「学校の近況報告について（管理）」について、 

資料に基づき説明を行いました。 

 

以上で、報告事項を終了します。 

 

本日の定例会における議決事項、報告事項については、すべて終了  

いたしました。「鎌ケ谷市教育委員会６月定例会」を終了いたします。 

 

鎌ケ谷市教育委員会会議規則第３２条の規定に基づき署名する。 

 

 

               平成２９年７月５日 

 

        教 育 長   皆 川  征 夫 

 

        教育委員   住 石  英 治 

 

        作 成 者    関   正 人 

 

 

 

 


